
29 日 獣 発 第 122 号

平成 29 年 7 月 5 日

地方獣医師会会長 各 位

公益社団法人 日 本 獣 医 師 会

会 長  藏 内 勇 夫

(公印及び契印の押印は省略)

「農林水産関係事業者の取り扱う個人情報に係る法違反又は法違反の     
おそれが発覚した場合の対応要領の廃止について」及び「個人情報保護委

員会の報告徴収等に係る権限が農林水産大臣に委任されている業種等に

従事する個人情報取扱事業者において個人情報又は特定個人情報の漏え

い等事案が発生した場合の対応要領の制定について」について

このことについて、平成 29 年 6 月 21 日付け 29 消安第 1422 号及び平成 29

年 6 月 22 日付け 29 消安第 1424 号をもって、農林水産省消費・安全局長から

別添のとおり通知がありました。

このたびの通知は、平成 29 年 5 月 30 日の改正個人情報保護法の施行によ

り主務大臣制が廃止されることに伴い、農林水産分野における個人情報保護に

関するガイドライン（平成 27 年農林水産省告示第 1675 号）が平成 29 年 5 月

30 日付けで廃止され、農林水産事業者の取り扱う個人情報に係る法違反又は

法違反のおそれが発覚した場合の対応要領（平成 21 年 7 月 13 日付け 21 情第

61 号大臣官房情報評価課長通知）についても同日付けで廃止となり、新たに

個人情報保護委員会の報告徴収等に係る権限が農林水産大臣に委任されてい

る業種等に従事する個人情報取扱事業者において個人情報又は特定個人情報

の漏えい等事案が発生した場合の対応要領が定められたことを通知するもの

です。また今回廃止されるガイドラインについても併せて通知されています。

ついては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。

本件内容の問合せ先

公益社団法人

日本獣医師会：事業担当 福田

TEL  03－3475－1601






























































